
〈
研

究

ノ

ー

ト

〉

フ
ィ
リ
ピ

ン
刑
事
手
続

に
お
け
る
予
備
審
問

池

田

秀

彦

一

は

じ

め

に

149

「
刑
事
事
件
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
正
式
に
投
獄
ま
た
は
他

の
刑
罰
を
科
さ
れ
る
危
険

に
さ
ら
さ
れ
る
前
に
予
備
審
問
が
実
施
さ
れ
る

権
利
は
、
単

に
形
式
的
ま
た
は
技
術
的
権
利
で
は
な

い
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
実
質

的
権
利

で
あ
る
。
刑
事
裁
判

に
お

い
て
被
告
人
は
、
費

用

の
負
担
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
必
然
的

に
長
期
間

の
不
安
、
困
惑
、
屈
辱
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
常
習
犯
を
除
く
全

て
の
者

に
と

っ
て
苦
痛
に
満
ち
た
プ

ロ
セ
ス
を
回
避
す

る
機
会
を
得

る
権
利
は
、
価
値
あ
る
権
利

で
あ
る
。
予
備
審
問
に
対
す
る
申
立
人
の
要
求

ハ
　
　

を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
彼
か
ら
適
正
手
続

の
十
全
な
権
利
を
奪
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
」

こ
れ
は
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
最
高
裁
判
所

の
述
べ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ

の
説
示
か
ら

フ
ィ
リ
ピ

ン
の
刑
事
手
続

に
お

い
て
予
備
審

問

(
胃
Φ鼠
巳

霊

曼

言
く
。
ω怠
σq
卿
試
o
口
)
が
如
何
に
大
き
な
意
義
を
有

し
て
い
る
か
が
分
か
る
。

こ
の
制
度
は
、

一
九
〇
〇
年

に
導
入
さ
れ
た

の
で
あ

る
が
、

こ
れ
ま
で
に
様

々
な
修
正
が
加
え
ら
れ

て
き
た
。
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周
知

の
如
く
歴
史
的

に
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
は
、

一
六
世
紀
に
遡
る

ス
ペ
イ

ン
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
経

て
、

一
八
九

八
年

の
米
西
戦
争
後

ア
メ
リ
ヵ
合
衆

国
の
統
治
下
に
入
り
、

一
九
四
六
年

に
独
立
す
る
が
、
法
制
度

的
に
は

ス
ペ
イ

ン
の
植
民
地
時
代

に
は

ス
ペ
イ

ン
法
が
導

ハ
コ
ソ

入
、
施
行
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
統
治
下
で
は
、
そ

の
法
制
度

の
強
い
影
響
を
受
け
た
。
刑
事
手
続
に

つ
い
て
も
そ
の
例
外

で
は
な

く
、

一
九
〇
〇
年

に
予
備
審
問
を
導
入
す

る
に
際
し

て
は
、
英
米

の

胃
①嵩
鼠

冒

麸

①奏

ヨ
討
9
訂
o
昌
或

い
は

胃
Φ
ロ
巨

舜

麸

冨
舘
冒
αq
と

い
わ
れ
る
制
度
を
意
図
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今

日
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
か
な
り
様
相

の
異
な
る
制
度
と
な

っ
て
い
る
。

以
下
、

こ
の
制
度

の
沿
革

と
内
容
を
中
心

に
考
察
す
る

こ
と
と
し
た

い
。

二

予
備
審
問
の
沿
革

フ
ィ
リ
ピ

ン
は
、

ス
ペ
イ
ン
統
治
下

の
刑
事
裁
判

で
は
、

ス
ペ
イ

ン
の
刑
事
手
続
法
が
導
入
さ
れ
、
施
行
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
関
係
で

刑
事
事
件
は
、
三

つ
の
段
階
を
経
て
処
理
さ
れ
た
。
第

一
段
階

は
、
。。̀
日
碧
δ

と
呼
ば
れ
る
予
審
で
あ
り
、
第

二
の
段
階

は
、
冨
魯
碧
δ

と
呼
ば
れ
る
証
拠
調
手
続
で
あ
り
、
第

三
の
段
階
は
、
最
終
審
理
お
よ
び
判
決
宣
告

の
手
続

で
あ

っ
た
。

こ

の
第

一
段
階

の

豊

謬
¢・
弓
δ

は

、
犯

罪
が

行
わ
れ

た

か
否

か
、

犯
人
が
誰

で
あ

る
か
を

確
認
す

る
た
め

の
手
続

で
あ
り

、
町

長

(σq
o
げ
Φ
旨
巴

o
村
。
筥
o
)
が
実
施

し
、
関
係
者

の
供
述
等
を
取
り
調
べ
、
重
大
で
な
い
事
件
に
お

い
て
は
被
疑
者

の
拘
束
を
命
ず

る

こ
と

ハ
ヨ
　

が

で
き
た
し
、
起
訴
状

の
形
式
で
事
件
を
州

の
裁
判
所
に
送
る

こ
と
も
で
き
た
。

こ
の

のq
白
鋤
鼠
o
は
、
現
在

の

フ
ィ
リ
ピ

ン
の
予
備
審
問
に
比
較
的
近

い
性
質

を
持

っ
て
い
た
が
、
。・
口
日
鷲
δ

が
上
述

の
よ
う

に
刑
事

手
続

の
重
要
な
第

一
段
階
を
構
成
し
た

の
に
対
し
、
予
備
審
問
は
正
規

の
訴
訟
手
続

に
先
行
す
る

一
手
続
に
過
ぎ
な
い
点
な
ど
で
異
な

っ

　
る
ね

て

い

る

。

現
在

の
予
備
審
問
は
、

ア
メ
リ

カ
合
衆
国

の
軍
政

下
に
布
告
さ
れ
ー

ス
ペ
イ
ン
刑
事
手
続
法
を
廃
止
し
、

こ
れ

に
取

っ
て
代
わ

っ
た
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刑
事
手
続
法
た
る
1

一
九
〇
〇
年

四
月
二
三
日

の
将
軍
令

(
Ω
自
霞
巴

○
巳
霞
)
五
八
号

の

=
二
条
お
よ
び

一
四
条
に
よ
り
設
け
ら
れ

た

制
度
が
原

型

と

な

っ
て

い
る
。

こ

の
予
備

審

問

の
担

当

官

は
、

司
法
官

だ

け

で
あ

り
、

治
安

判

事

(冒
。。
叶一8

0
h
夢

Φ
℃
Φ
餌
8
)
、
地

方

裁

判
所

(
ζ

亘
巳
。
号
巴

0
8

詳
)
裁

判
官

お
よ

び
第

一
審

裁
判

所

(O
o
霞

け
亀

腎
甘
馨

ぎ
。・富

昌
o
㊦
)
裁

判

官

だ

け
が

そ

の
任

に
あ

た

っ

た
。将

軍
令

に
よ
る
予
備
審
問
は
、
犯
罪
が
行
わ
れ
、
被
疑
者
が
有
罪
と
考
え
る

の
が
相
当
で
あ
り
、
逮
捕
状
発
付

の
十
分
な
理
由
が
あ
る

と
い
え
る

の
か
否
か
を
提
出
さ
れ
た
証
拠

に
よ
り
決
定
す
る
た
め
の
手
続
で
あ

っ
た
。
被
害
者
と
被
疑
者

双
方
を
聴
聞
す
る

の
で
は
な
く
、

被
害
者
の
側
だ
け
に
陳
述

の
機
会
を
与
え
る
形
態

の
審
問
で
あ

っ
た
。
当
時
、
治
安
判
事

の
資
格
が
厳
格
な
も

の
で
な
か

っ
た
た
め
、
重

　ゑ

大
な
手
続
違
反
が
行
わ
れ
、
そ

の
後
無
罪
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
人
を
逮
捕
す
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た
、
と
い
わ
れ
る
。

こ
う

し
た

事
態
を
改
善
す
る
た
め

に
立
法
府
は
、
法

一
九
四
号

(
一
九
〇

一
年

)
を
制
定
し
、
将
軍
令

五
八
号
に
修
正
を
加
え
た
。
こ
れ

に
よ
り
予

備
審
問
の
趣
旨
が
明
白
に
定
義
づ
け
ら
れ
、
被
害
者

の
提
出
す
る
証
拠
お
よ
び
宣
誓
を
し
た
上

で
の
審
問

の
方
法
を
含
む
手
続

の
規
則
が

　
ゑ

確
立
さ
れ
た
。

　
ア
　

改
正
法
に
よ
る
予
備
審
問
は
、
次

の
二

つ
の
手
続
か
ら
構
成
さ
れ
た
。

第

一
は
、
宣
誓
を
し
た
上
で
作
成
さ
れ
た
告
発
状
は
、
慎
重
に
審
査
さ
れ
、
治
安
判
事
が
そ
の
内
容
を
通
し
て
或
い
は
犯
罪
を
構
成
す

る
事
実

に

つ
い
て
の
彼
個
人

の
知
識

に
よ

っ
て
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
お
よ
び
被
疑
者
が
有
罪

と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に

つ
い
て
確
信
す

る
な
ら
ば
、
治
安
判
事
は
、
逮
捕
状
を
発
付
す
る
義
務
を
負

っ
た
。

第

二
に
、
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
治
安
判
事

の
前

に
引
致
さ
れ
た
場
合
、
被
疑
者
は
、
告
発
状

に

つ
い
て
知
ら
さ
れ
、
有
罪

の
答
弁
を
す

れ
ば
保
釈
さ
れ
る
か
、
拘
置
所

に
戻
さ
れ
、
州

の
第

一
審
裁
判
所

の
措
置

に
委
ね
ら
れ
た
。
被
疑
者
が
無
罪

の
答
弁
を
し
、
予
備
審
問

の

権
利
を
放
棄
し
な

か

っ
た
な
ら
ば
、
治
安
判
事

は
、
告
発
人
お
よ
び
証
人
を
聴
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
後
被
疑
者
は
、
宣

誓
し
た
上
で
証
言
し
、
反
駁

の
た
め
証
拠
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
治
安
判
事

の
見
解
で
は
、
犯
罪
が
行
わ
れ
て
お
り
、
被
疑
者
が
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当
該
犯
罪
に

つ
い
て
有
罪

と
考
え
る

の
が
相
当
だ
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
被
疑
者
が
保
釈
を
認
め
ら
れ
な
い
と
き

に
は
、
拘
置
所

に
戻
さ

れ
、
第

一
審
裁
判
所

の
措
置

に
委
ね
ら
れ
た
。
そ

の
際
、
犯
罪
が
行
わ
れ

て
お
り
、
被
疑
者
が
有
罪
と
考
え
る
に
足
り
る
合
理
的
理
由
が

あ
る
と
す
る
治
安
判
事

の
見
解
を
付

し
た
記
録
が
送
付
さ
れ
た
。

有
罪
と
考
え
る

の
が
相
当
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
場
合

に
は
、
被
疑
者

の
釈
放
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
同

一
の
事
件
で
改
め

て
告
発
す
る

　
ヨ

　

こ
と
は
可
能
で
あ

っ
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
予
備
審
問
は
、
司
法
官

と
し

て
は
治
安
判
事
だ
け
が
こ
れ
を
担
当
す
る

こ
と
と
な

っ
た
が
、
こ
れ
以
外

に
行
政
官

の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
自
治
体

の
長

(ヨ
ロ
巳
o甘
巴

8
欝

o
円
)
は
、
各
自
治
体
内
で
行
わ
れ
た
犯
罪

の
予
備
審
問

に

つ

い
て
治
安
判
事
ま
た
は
治
安
判
事
代
理
が

不
在

の
場
合
ま
た
は
職
務
を
と
る
こ
と
が

で
き
な

い
場
合
に
こ
れ
を
担
当
す
る
権
限
が
認
め
ら

れ
た

(
法

}
九
四
号
三
条
)
。

こ
の
後
、

一
九
〇
七
年

の
法

一
六
二
七
号
は
、
法

一
九
四
号
に
よ
り
排
除
さ
れ
た
第

一
審
裁
判
所
裁
判
官
お
よ
び
地
方
裁
判
所
裁
判
官

の
予
備
審
問
を
担
当
す
る
権
限
を
再
び
認
め
た
。

検
察
官
が
予
備
審
問
を
担
当

し
た

の
は
、

マ
ニ
ラ
市

(9
畠

o
h
ζ
餌
巨

鋤
)

の
最
初

の
憲
章

で
あ
る
法

一
八
三
号

に
よ
る
検
察
官

へ

の
権
限

の
付
与
が
最
初
で
あ

る
。
こ
の
憲
章
を
修
正
す
る
法

}
六
二
号

く
一
九
〇
三
年

V
三
条

に
よ
れ
ば
、

マ
一一
ラ
の
第

一
審
裁
判
所

の

管
轄
事
件

に
お
い
て
マ
ニ
ラ

の
検
察
官
が
前
記

の
憲
章
三
九
条
に
従

っ
て
適
切
な
審
問
を
行

っ
た
後
、
起
訴
状
を
提
出
し
た
場
合

に
は
、

被
疑
者
は
、
予
備
審
問
を
受
け
る
権
利
は
な
か

っ
た
。

O
謄
○。
.
<
.
≦
房

o
P

心
℃
ぼ
ド

。。
一
臼
で
は
、
被
告
人
は
、
将
軍
令
五
八
号
に
よ
る
予
備
審
問
を
受
け

て
い
な

い
こ
と
を
理
由
に
有
罪

判
決
が
無
効
で
あ
る
と
主
張

し
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
法
六

一
二
号

二
条

の
規
定

に
従

っ
て
起
訴
状
が
提
出
さ
れ
る
前
に
被
告
人
が

マ
ニ

　ヱ

ラ
の
検
察
官

に
よ
る
審
問
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
予
備
審
問
を
受
け
る
権
利
は
な
か

っ
た
、
と
述
べ
た
。

d
・
の
・
<
・
O
o
四
8
b
P

一
Q。
℃
ぼ
ト

H
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
は
、
治
安
判
事
に
よ
る
予
備
審
問

の
実
施
を
求
め
る
将
軍
令

五
八
号
が
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あ

　

マ

ニ
ラ
市

に
は
適

用

さ

れ
な

い
と
述

べ
た
。

同
趣
旨

の

C
・
ω
・
<
・
O
冨

暮

餌
巳

国
Φ弓

Φ
画
ざ

H
Q。

勺
げ
一ピ

H
b。
卜。
に
お

い
て
、

最

高

裁
判

所

は

、

将

軍
令

五

八
号

に
よ

る

予
備

審

問

に
関

連
し

て
市
検

事

に

よ

っ
て
行

わ
れ

る
審

問

の
地

位

に
言

及

し
た
。

即
ち

「
委

任

に
よ
り

検
察

官

に
よ

る
審

問
は
、

治
安

判
事

に
よ
る

　
　
　

予
備
審
問
の
代
用
と
な

っ
た

(並
び

に
当
裁
判
所
は
、
そ
う
し
た
事
件

に
お
い
て
こ

の
代
用
が
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
)」

と
。

市

の
検
察
官

に
よ
る
予
備
審
問

の
実
施
を
認
め
る

マ
ニ
ラ

の
憲
章
は
、
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、
次
第

に
他

の
多
く

の
市

の
憲

　ヨ

章

で
こ
の
方
式
が
採

ら
れ
て
い

っ
た
。

予
備
審
問
に
関
す

る
検
察
官

の
権
限

の
拡
大
は
、

一
九

一
七
年

の
改
正
行
政
法

(法

二
七

=

号
)

の

一
六
八
七
条

に
よ

っ
て
更
に
押

し
進
め
ら
れ
た
。
こ

の
規
定
は
、
起
訴
状
を
提
出
し
、
訴
追
を
実
施
す

る
検
察
官

の
職
務

の
円
滑
化

の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
事
件
に

つ
い
て

審
問
を
実
施
す
る
権
限

を
州

の
検
察
官
に
認
め
た
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
権
限
が
治
安
判
事

の
権
限
を
排
除
し
た
り
、
そ
の
代
替
と
な

る
も
の
で
な

い
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
事
実
、
州

の
検
察
官
が
審
問

の
た
め
に
証
人
を
喚
問
す
る
際

に
は
、
裁
判
所
に
申
請
し
て
召

喚
状
の
発
付
を
受
け

る
必
要
が
あ

っ
た
。

そ
の
後
、
立
法
府

は
、
州
検
事
だ
け
で
な
く
、
州
検
事
補
お
よ
び
改
正
行
政
法

の

一
六
八
六
条

に
よ
り
任
命
さ
れ
た
特
別
法
務
官
に
も

予
備
審
問
を
実
施
す

る
権
限
を
認
め
た

(
一
九
五
七
年

の
共
和
国
法

一
七
九
九
号
)
。

自
治
体
に
よ

っ
て
異
な

っ
た
予
備
審
問
で

の
検
察
官

の
権

限
お

よ
び
地
位
は
、

一
九
六
七
年

の
共
和
国
法

五

一
八
〇
号
に
お
い
て
統

一

化
さ
れ
、
予
備
審
問

の
活
動
に
お
け
る
市
検
事
お
よ
び
検

事
補
、
州
検
事
お
よ
び
検
事
補
に
対
す
る
統

一
的
手
続
が
定
め
ら
れ
、
召
喚
状

　
お
　

を
発
付
す
る
権
限
も
彼
ら

に
認
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、

こ
れ
は
、

予
備
審
問
に

つ
い
て
定
め

る
現
行

の
裁
判
所
規
則

(
以
下
、
規
則
と
略

す
)
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
。

153
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三

現
在
の
予
備
審
問

ω

総
説

予
備
審
問
は
、
犯
罪
が
存
在

し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
被
疑
者
が
当
該
犯
罪
に

つ
き
有
罪
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
公
判

の
た

め
に
被
疑
者

の
身
柄
を
拘
束
す
べ
き
で
あ
る
と
認
定
す
る
に
足

り
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
か
否
か
を
決
定
す

る
た
め

の
審
問

で
あ
り
、
手

続

で
あ

る

(規
則

=

二
第

一
節

)。

そ
れ
は
、
審
問
に
す
ぎ
ず

、
事
件

の
実
体

に

つ
い
て
の
裁
判
で
は
な
く
、
上
記

の
事
柄

を
決
定
す

る
こ
と
以
外

の
目
的
を
も
た
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
、
被
疑
者
を
危
険

(
㎞⑩
O
℃
斡
円
侮
団
)
に
さ
ら
す
も

の
で
は
な
く
、
二
重

の
危
険
を

ハら

発
生
す
る
裁
判
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。

予
備
審
問

の
目
的
は
、
多
く

の
判
例
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
性
急
で
、
悪
意

の
あ

る
、
或

い
は
抑
圧
的

な
訴
追
か
ら
無
実

の
者
を
守
り
、
彼
を
公
的
な
訴
追
や
公
的
な
裁
判
に
よ
る
出
費
、
苦
悩
等
か
ら
保
護
す
る
と
同
時
に
、
国
家
が
必
要
性

へ
あ

　

の
な
い
、

コ
ス
ト

の
か
か
る
訴
追

に
関
わ
る
こ
と
を
防
止
す
る

こ
と
で
あ
る
」
。

予
備
審
問
は
、
当
事
者

の
証
拠

の
完
全
な
開
示

の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
、
そ
し

て
被
疑
者

　
め

　

が
そ
れ
に

つ
き
有
罪
と
考
え
る

の
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
証
拠

の
提
出
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
審
問

の
名
称

に
予
備
が
付

せ
ら
れ
る
の
は
、

こ
の
後
に
厳
密
な
意
味
で
の
裁
判
が
続
く
か
ら
で
あ
る
。
担
当
官
は
、
合
理
的
疑

い

ハ
　
　

を
超
え
る
証
明
が
な
さ
れ
た
か
否

か
に

つ
い
て
で
は
な
く
、
相
当
な
理
由
お
よ
び
合
理
的
心
証
に

つ
い
て
判
断
す
る
。
事
実
、
予
備
審
問

は
、
公
判
と
違

っ
て
簡
略

で
あ

る
。
証
人

の
直
接

の
尋
問

に
代

え
て
告
発
人
お
よ
び
そ

の
証
人

の
宣
誓
供
述
書
並
び
に
被
疑
者
お
よ
び
そ

　　

ソ

の
証
人

の
宣
誓
供
述
書
で
足
り
る
。

ハ
　
レ

予
備
審
問

の
目
的
は
、
被
疑
者
が
弾
劾
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
果
た
さ
れ
る
。
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と

こ
ろ

で
、
地

区

裁

判

所

(国
①
σq
一8

巴

日
且
巴

O
o
g
暮
)

の
管

轄
事

件

に

つ
い

て
は
、

予

備
審

問

は

、

義
務

的

で
あ

る
が

(規

則

一

一
二
第

三
節

)
、
首

都

地

方

裁

判

所

(7
{Φ
け
円O
b
O
一一け
餌
昌

日
弓一餌
一
〔
)O
=
円叶
)
、

地

方

裁

判
所

(
ζ

=
巳
o号
巴

O
o
ロ
暮

)
、
地

方

巡

回
裁

判

所

(冒

=
巳
9

巴

O
ぎ

三
け
日
ユ
9
一
〇
〇
霞

什
)

の
管

轄
事

件

に

つ
い

て
は
、
予

備
審

問

は
義
務

的

で

は
な

い
。

も

っ
と
も
地
区
裁
判
所

の
管
轄
事
件
で
あ

っ
て
も
、
被
疑
者
が
合
法
的
に
無
令
状
で
警
察

に
逮
捕
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、

恣
意
的
拘
束
を
防
止
す

る
た
め
に
予
備
審
問
を
行
わ
ず

に
、
直
ち
に
起
訴
状
を
裁
判
所
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
被
逮
捕

者
は
、
告
発
状
か
起
訴
状

の
提
出
前

に
、
予
備
審
問
を
要
求
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ

の
際
改
正
刑
法

一
二
五
条

二
〇

の
定
め
る
時
間
的
制

約
を
問
題

と
し
な

い
旨

の
書
面

に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
署
名
は
、
弁
護
人

の
立
会

い
の
下
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
規
則

=

二
第

七
節
、
共
和
国
法
七
四
三
八
号
第
二
条

)。
ま
た
、
告
発
状
ま
た
は
起
訴
状
が
予
備
審
問
な
し

で
提

出
さ
れ
た
と
き

で

も
、
こ
れ
を
知

っ
た
と
き
か
ら
五
日
以
内
で
あ
れ
ば
予
備
審
問
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も

っ
と
も
罪
状
認
否
手
続

の
終

了
後
に
は
、

ま

　

ロ　

予
備
審
問
を
要
求
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
保
釈
金

の
支
払

い
後
に
も

同
様
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

地
区
裁
判
所

の
管
轄
事
件
よ
り
も
軽

い
刑
罰
の
科
さ
れ
る
犯
罪
を
扱
う
下
位

の
裁
判
所

の
管
轄
す
る
事
件
に
お

い
て
被
疑
者

に
予
備
審

ハ　

問

の
権
利
を
与
え
な

い
か
ら
と
い

っ
て
不
公
平
だ
と
か
、
不
公
正
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う

の
が
判
例

の
立
場
で
あ

る
。
予
備
審

問

の
実
施
は
、
時
間

の
浪
費
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
訴
訟

で
被
る
被
疑
者

・
被
告
人

の
精
神
的
苦
痛
を
増
大
さ
せ
る
他
、
ー
1
被
疑
者

・

被
告
人
が
保
釈
金
を
支
払
う

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
法
定
刑

の
期
間

よ
り
も
長
期
間
に
及
ぶ

こ
と
が
あ
る
ー

被
疑
者

・
被
告
人

の
自

由

の
剥
奪

の
長
期
化
を
伴
う

の
で
あ

る
が
、
そ

の
よ
う
な
事
態
は
、
罪
状

認
否
に
基
づ
く
迅
速
な
裁
判
お
よ
び
罪
責

に
関
す
る
迅
速
な
裁

　
ぬ

レ

判
を
被
疑
者
に
保
障
す

る
こ
と
で
排
除
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
体

に
関
す

る
裁
判
が
予
備
審
問

の
役
割
も
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、

時
間
と
労
力

の
浪
費
が
避
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

ハ　

被
疑
者
の
予
備
審
問

の
権
利
は
、
個
人
的
権
利
で
あ

っ
て
放
棄
で
き
る
、
と
さ
れ

て
い
る
。

ハ
あ
　

ま
た
、
予
備
審
問
が
行
わ
れ
な

い
こ
と
は
、
裁
判
所

の
裁
判
権

の
問
題

で
は
な
く
、
手
続

の
合
法
性

の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
予
備
審
問
が
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　ヨ

拒
否
さ
れ
た
場
合

に
は
、
事
実
審
裁
判
所
で
提
起

し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
上
訴
裁
判
所
に
は
提
起

で
き
な
い
、

と
さ
れ

て
い
る
。

②

予
備
審
問
の
担
当
官

現
在
、
予
備
審
問
を
担
当
で
き
る
者
は
、
①
州
検
事
と
州
検
事
補
お
よ
び
市
検
事
と
市
検
事
補
、
②
地
方
裁
判
所
裁
判
官
お
よ
び
地
方

巡
回
裁
判
所
裁
判
官
、
③

国
家
検
事
お
よ
び
地
区
国
家
検
事
、
④
法
律

の
認
め
る
公
務
員

で
あ
る

(
規
則

一
一
二
第

二
節
)
。

ハ　

②
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
地
区
裁
判
所
裁
判
官

は
、
権
限
が

な
い
他
、
首
都
地
方
裁
判
所

の
裁
判
官
も
権
限
を
認
め
ら
れ

て
い
な

い
。

④
に
該

た
る

の
は
、
次
の
場
合
で
あ
る
。

㈲

汚
職
事
件

に

つ
い
て
は
、
か

つ
て

目
き

o
侮
げ
9
望
碧

と
称
さ
れ
た
オ

ン
ブ
ズ

マ
ン
ー

オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
法

と
し
て
知
ら
れ
る
共
和
国

　
お

レ

法
六
七
七
〇
号
に
よ
る

ω

選

挙

違

反

事

件

に

つ
い

て
は

、

選

挙

管

理

委

員

会

(
O
o
日
日
冨
巴
8

8

国
δ
o
訟
o
昌
)
…

-
選

挙

法

(
○
ヨ
巳
げ
ロ
。。
国
一Φo
茸
8

　
む

い

O
o
創
Φ
)
第

二
六

五
条

に
よ

る

ω

不
正
蓄

財

に
係

る
告
発

に

つ
い

て
は
大
統

領
委

員

会

く
℃
お
。。乙
Φ口
訂
巴

O
o
日
8
溢
。。一〇
昌

o
昌

Ω
o
o
鮎

Ω
o
<
Φ導

8
Φ
暮

)
ー

一
九

八

ハ
　
　

六
年

二
月
二
八
日
に

コ
ラ

ソ
ン

・
ア
キ

ノ
大
統
領

の
発
令
し
た
行
政
令

一
号

に
よ
る
。

紛

予
備
審
問

の
手
続

地
区
裁
判
所

の
管
轄
事
件

の
予
備
審
問
は
、
次

の
手
順
で
実
施
さ
れ
る
。

1
.
被
害
老
ま
た
は
警
察
官

に
よ
る
告
発
状

の
提
出

2
.
被
告
発
人

へ
の
通
知

3
.
被
告
発
人
に
よ
る
宣
誓

の
上
作
成
さ
れ
た
対
抗
宣
誓
供
述
書

(oo
ロ
暮
曾
ー
節
題
㌶
鋤
く
一け
)
の
提
出
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4
.
告

発

人

に
よ

る
反
対

宣
誓

供
述

書

(
器
b
ξ
ー
鑑

降
画
帥
乱
け
)

の
提

出

5
.
被
告
発
人
に
よ
る
第

二
宣
誓
供
述
書

(量

9
巳

零
出

窪

量
く
騨
)

の
提
出

6
.
審
問
官
に
よ
る
質
問

7
.
事
件
に

つ
い
い
て
の
決
定

8
.
起
訴
状

の
提
出
ま
た
は
告
発

の
却
下

以
下
、
八
段
階

の
手
続

の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
見
る

こ
と
と
す
る
。

ω

被
害
者
ま
た
は
警
察
官

に
よ
る
告
発
状

の
提
出

I
l

審
問

の
開
始

予
備
審
問

の
開
始

の
た
め
に
は
、
被
害
者
ま
た
は
警
察
官

の
告
発
状
が
必
要

で
あ
る
。
告
発
状

に
は
、
被
告
発
人

の
住
所
を
記
載

し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
告
発
人
お
よ
び
証
人

の
宣
誓
供
述
書
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
宣
誓
供
述
書

に
は
そ

の
付
属
書
類
と
し

て
証
拠

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
告
発
人

の
数
プ

ラ

ス
ニ
通
の
謄
本
が
必
要

で
あ

る
。
宣
誓
供
述
書
は
、
検
察
官
若
し
く
は
権
限
あ

る
公
務
員
の
前
で
ま
た
は
彼
ら
が
い
な
い
か
、
利

用
で
き
な
い
場
合

に
は
、
公
証
人

の
前

で
宣
誓

の
上
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

検
察
官
等
は
、
自
ら
宣
誓

供
述
人
を
尋
問
し
た

こ
と
、
そ
し
て
宣
誓
供
述
人
が
自
発
的
に
宣
誓
供
述
書
を
作
成
し
、
理
解
し
た
と
確
信

し

て
い
る
旨
認
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(
規
則

一
一
二
第
三
節

a
)。

姦
通
罪

(
巴
三
け
Φ
曼
)
お
よ
び
蓄
妾
罪

(8
昌
8
ぴ
ぢ
塑
σq
Φ
)
に

つ
い
て
は
、
配
偶
者

の
告
発
状
が
必
要

で
あ
る

(規
則

=

○
第

五
節

)。

婦
女
誘
惑

(ω
①含

o
鉱
8

)
、
誘
拐

(
㊤
げ
曾

o
註
o
口
)、
強
姦

(冨
b
Φ
)
或

い
は
狼
褻
行
為

(
餌
o
$

o
h
冨
。。9
≦
o
岳
口
霧
ω
)
の
よ
う
な
犯
罪

に

つ
い
て
は
、
被
害
者
、

両
親
、
祖
父
母
ま

た
は
後
見

人
の
告
発
状
が
必
要
で
あ

る

(
規
則

=

○
第

五
節

)
。
こ
の
場
合

に
、
被
害
者

が
告
発
状
を
提
出
す
る
前

に
死
亡
し
た
り
無
能
力

に
な
り
、
か

つ
両
親
、
祖
父
母
、
後
見
人

の
い
な
い
場
合
に
は
、
国
が
被
害
者

の
た
め

に
刑
事
手
続
を
開
始
す

る
こ
と
が
で
き

る
。
両
親
、
祖
父
母
或

い
は
後
見
人
が
犯
人
で
あ

る
場
合

に
も
同
様
で
あ
る
。

こ
う
し
た
犯
罪

に

あ

っ
て
被
害
者
が
未
成
年
者
で
あ

る
と
し

て
も
告
発
状
を
提
出
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
本
人
が
提
出
し
な
い
な
ら
ば
、
両
親
、
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祖
父
母
或

い
は
後
見
人
が
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

特
別
市

(。
冨

詳
霞
Φ
伽
息
身

)
で
は
、
予
備
審
問
は
、
市
検
察
庁
で
開
始
さ
れ

る
。
町
村
ま
た
は
州
で
は
、
予
備
審
問
は
、
地
方
裁
判

所
若
し
く
は
地
方
巡
回
裁
判
所
ま
た
は
州
検
察
庁
で
開
始
さ
れ
る
。

㈹

被
告
発
人

へ
の
通
知

告
発
状

の
提
出
か
ら

一
〇
日
以
内
に
、
審
問
担
当
官
が
審
問
を
継
続
す
べ
き
理
由
を
見
い
だ
さ
な

い
な
ら
ば
、
告
発
を
却
下
し
、
そ
う

で
な

い
場
合
に
は
、
告
発
状
、
告
発
人
お
よ
び
証
人
の
宣
誓
供
述
書
、
付
属
書
類
た
る
証
拠
書
類
の
謄

本
を
添
え

て
、
被
告
発
人
に
召
喚

状

(讐
9

0
魯
ゆ
)
を
送
達
す
る

(規
則

一
一
二
第
三
節
b
)。

こ
れ
は
、
被
告
発
人

へ
の
通
知
と
し

て
の
意
義
を
も

つ
も

の
で
あ
る
。

㈲

被
告
発
人
に
よ
る
宣
誓

の
上
作
成
さ
れ
た
対
抗
宣
誓
供
述
書

(8
巷

冨
7

錬
ゆ
量

訟
廿
)
の
提
出

告
発
状
お
よ
び
宣
誓
供
述
書

の
添
付

さ
れ
た
召
喚
状
を
受
け
取

っ
て
か
ら

一
〇
日
以
内
に
被
告
発
人
は
、
対
抗
宣
誓
供
述
書
お
よ
び
彼

の
証
人

の
宣
誓
供
述
書
に
証
拠
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(規

則

一
一
二
第
三
節
b

)。
対
抗
宣
誓
供
述
書

は
、
権

限

の
あ
る
公
務
員
ま
た
は
公
証
人

の
前

で
宣
誓

の
上
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

(
規
則

=

二
第

三
節

c
)。
検
察
官
等
は
、
自
ら
宣

誓
供
述
人
を
尋
問
し
た
こ
と
、
そ
し

て
宣
誓
供
述
人
が
自
発
的
に
宣
誓
供
述
書
を
作
成
し
、
理
解
し
た
と
確
信
し

て
い
る
旨
認
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
被
告
発
人
は
、
告
発
人

の
提
出
し
た
全

て
の
証
拠
を
閲
覧
す

る
権
利
を
も

つ

(
規
則

一
一
二
第

三
節

c
)。
も

っ
と
も

こ
れ
は
、
告
発
人
や
そ

の
証
人
を
尋
問
す
る
権
利
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。

ω

告
発
人
に
よ
る
反
対
宣
誓
供
述
書

(
冨
b
ζ
泣

窪

量

く
詳
)

の
提
出

告
発
人
は
、
被
告
発

人
の
反
対
宣
誓
供
述
書

の
謄
本
を
受
け
取

っ
た
後
、
希
望
す

る
の
で
あ
れ
ば
審
問
官

の
承
認
を
受
け
た
上
、
担
当

官

の
指
定
す
る
期

日
ま
で
に
反
対
宣
誓
供
述
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
宣
誓
供
述
書

の
中

で
、
告
発
人
は
、
被
告
発
人

の
対

抗
宣
誓
供
述
書
中

の
陳
述
或

い
は
証
拠

に
答
え
或

い
は
反
駁
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

ω

被
告
発
人
に
よ

る
第

二
対
抗
宣
誓
供
述
書

(量

9
巳

Φ
7

餌
窪

量

く
騨
)
の
提
出
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被
告
発
人
は
、
告
発
人

の
反
対
宣
誓
供
述
書
を
受
け
取

っ
た
後
、
希
望
す
る

の
で
あ
れ
ば
審
問
官

の
承
認
を
得
た
上
、
指
定
期
日
ま

で

に
第

二
対
抗
宣
誓
供
述
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
第

二
対
抗
宣
誓
供
述
書
で
は
、
被
告
発
人

は
、
告
発
人

の
反
対
宣
誓
供
述
書
中

の
陳
述
、
証
拠

に
反
駁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω

審
問
官

に
よ
る
質
問

告
発
人

の
告
発
状
、
宣
誓
供
述
書
お
よ
び
証
人

の
宣
誓
供
述
書
、
被
告
発
人

の
対
抗
宣
誓
供
述
書
、
場
合
に
よ

っ
て
は
反
対
宣
誓
供
述

書
や
第

二
対
抗
宣
誓
供
述
書

の
提
出
後
、
審
問
官
は
、
当
事
者
お
よ
び
証
人
に
対
し
て
質
問
を
す

る
た
め
に
聴
聞
を
実
施
す
る
こ
と
が

で

き
る
。

こ
れ

は
、
審
問
官
が
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
場
合
に
行
わ
れ
る
。
当
事
者
は
、
こ
の
聴
聞

に
出
席
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
が
尋

問
し
た
り
、
反
対
尋
問
す
る
権
利
は
な
い
。

こ
れ
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
質
問
事
項
を
審
問
官

に
提
出
し
、
審
問
官
か
ら
質
問
を
し

て

も
ら
う
他
な

い

(
規
則

一
=

一第
三
節

e
)
。

㈹

事
件

に

つ
い
て
の
決
定

当
事
者
に
よ
る
前
記

の
宣
誓
供
述
書

の
提
出
に
よ
り
、
或

い
は
審
問
官

に
よ
る
質
問

の
後

に
審

問
は
、
終
了
す
る
。
審
問
官
は
、
終
了

後

一
〇

日
以
内

に
事
件

に

つ
い
て
決
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
提
出
さ
れ
た
証
拠

に
基
づ

い
て
審

問
官
は
、
公
判

の
た
め
被
告
発

人
を

拘
束
す
べ
き
十
分
な
理
由
が
あ

る
か
ど
う
か
を
決
定
す

る

(規

則

=

二
第
三
節
f
)。

被
告
発
人
が
召
喚

で
き
な

い
場
合
、
ま
た
は
召
喚
し
た
も

の
の

一
〇
日
以
内
に
対
抗
宣
誓
供
述
書

の
提
出
が
な

い
場
合
に
は
、
審
問
官

は
、
告
発
人

の
提

出
し
た
証
拠

に
基
づ
い
て
決
定
す

る

(
規
則

一
一
二
第

三
節
d

)。

㈹

起
訴
状

の
提
出
ま
た
は
告
発

の
却
下

検
察
官
が
予
備
審
問
を
担
当

し
た
場
合

に
、
被
疑
者
を
公
判

の
た
め
拘
束
す
べ
き
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
と
き

に
は
、
検
察
庁

の
長
に

提
出
す
る
た
め

の
決
定
書
、
意
見
書
ま
た
は
起
訴
状
を
作
成
す

る
。
そ
の
際
、
検
察
官
は
、
次

の
こ
と
を
宣
誓

の
上
、
認
証
し
た
書
面
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
①
自
ら
告
発

人
お
よ
び
証
人
を
尋
問
し
た

こ
と
②
被
疑
者

に
告
発
状
お
よ
び
証
拠
に

つ
い
て
知
ら
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せ
、
そ
れ
を
弾
劾
す
る
証
拠
提
出
の
機
会
を
与
え
た
こ
と
③
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
理
由
が
あ
り
、
被
疑
者
が
犯
人

で
あ
る
と
疑
う

の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
と
は
逆

に
、
理
由
が
な

い
と
考
え
る
と
き
に
は
、
告
発

の
却
下
を
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(規
則

一
一
二
第
四
節
)
。

い
ず
れ

の
場
合
に
お

い
て
も
検
察
官
は
、
事
件
記
録
を
決
定
か
ら
五
日
以
内

に
決
裁
権

の
あ
る
州
検
事
、
市
検
事
ま
た
は
検
事
総
長
に

送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
送
付
を
受
け
た
検
察
官
は
、

こ
れ
を
受
け
取

っ
て
か
ら

一
〇

日
以
内
に
事
件
に

つ
い
て
適
切
な
措
置
を
と

り
、
そ
れ
を
当
事
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(規
則

=

二
第

四
節
)。
決
裁
権
あ
る
検
察
官

の
書
面

に
よ
る
承
認
が
な
け
れ
ば
、

審
問
を
担
当

し
た
検
察
官
は
、
告
発
を
却
下
し
た
り
、
起
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
担
当
し
た
検
事
補
が
事
件

の
却
下
が
望

ま
し
い
旨

の
勧
告
を
し
た
が
、

そ
れ
が
決
裁
権
あ
る
検
察
官
に
よ

っ
て
相
当
な
理
由
が
存
在
す
る
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
と
き

に
は
、
決
裁

権
あ
る
検
察
官
は
、
改
め
て
予
備
審
問
を
行
う

こ
と
な
く
自
ら
起
訴
状
を
提
出
す

る
か
、
或

い
は
そ
れ
を
他

の
検
事
補
ま
た
は
国
家
検
事

に
指
示
す
る

(規
則

=

二
第

四
節

)。

地
方
裁
判
所
等

の
裁
判
官
が
予
備
審
問
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
結
論
を
出
し

て
か
ら

一
〇
日
以
内
に
州
検
事
ま
た
は
市
検
事
に
、
次

の

も

の
を
含
む
事
件

の
全
記
録
を
添
え
た
上
、
事
実
問
題
お
よ
び
法
律
問
題

に

つ
い
て
の
所
見
を
付
し
て
事
件
を
州
検
事
ま
た
は
市
検
事

に

送
付
す
る

(
規
則

=

二
第

五
節

)。

①

逮
捕
が
令
状

に
よ
る
場
合
に
は
、
令
状

②

宣
誓
供
述
書
お
よ
び
当
事
者

の
他

の
証
拠

③

被
疑
者

の
保
釈
金

④

決
定
が
告
発

の
却
下

の
場
合
に
は
、
被
疑
者

の
釈
放
命
令
お
よ
び
保
釈
証
書

の
破
棄

州
検
事
ま
た
は
市
検
事
が
被
疑
者
が
犯
罪
を
行

っ
た
と
疑
う

に
足
る
相
当
な
理
由

の
存
在

に

つ
い
て
の
担
当
裁
判
官

の
所
見
に
同
意

し

な
い
と
き
に
は
、
検
事

は
、
裁
判
官

の
判
断

に
拘
束
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
訴
追
に
関
す
る
決
定
を
な
す

こ
と
が

で
き
る
が
、
送
付
を
受
け
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て
か
ら
三
〇
日
以
内

に
書
面
で
そ
の
決
定
を
当
事
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
事
は
、
被
疑
者
が
拘
禁
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、

被
疑
者
の
釈
放
を
命
ず
る
権
限
を
有
す
る

(
規
則

=

二
第

五
節

)。

な
お
、
裁
判
所
規
則

に
よ
れ
ば
、
決
裁
権
者

の
決
定

に
対
し
て
当
事
者
が
不
服
を
申
し
立

て
た
場
合
、
司
法
長
官

は
、
そ
の
決
定
を
覆

す
こ
と
が
で
き
、

そ
の
場
合
、
担
当
検
事

に
改
め
て
予
備
審
問
を
行
う

こ
と
な
く
、
起
訴
状
を
提
出
す

る
か
ま
た
は
起
訴
状
若
し
く
は
告

発
状
を
却
下
す
る
よ
う
に
指

示
す
る
こ
と
に
な

る

(
規
則

一
一
二
第

四
節
)
。
通
達

に
よ
れ
ば

(U
O
q

U
Φ
冨

詳
日
①
暮

O
一零
巳
碧

Z
o
.

8
)、
「
相
当
な
理
由
を
認
め
る
司
法
長
官
、
州
検
事
ま
た
は
市
検
事

の
決
定
に

つ
い
て
は
、
明
白
な
誤
謬
ま
た
は
裁
量
権

の
重
大
な
濫

用

の
証
明
が
な
け
れ
ば
不
服
申
立
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
明
白
な
誤
謬
ま
た
は
裁
量
権

の
重
大
な
濫
用

の
証
明
が
あ

っ
た
と
し

て
も
、

申
立
人
が
既
に
罪
状
認
否
を
終
え
て
い
る
場
合

に
は
不
服
申
立
は
許
さ
れ
な
い
。
申
立
人
が
不
服
申
立
中

に
罪
状
認
否
を
終
え
た
な
ら
ば
、

上
記
の
不
服
申
立
は
、

司
法
長
官
に
よ

っ
て
却
下
さ
れ
る
」
。

⑧

地
方
裁
判
所
等

の
管
轄
事
件

の
予
備
審
問

既

に
記
し
た
よ
う
に
、
地
方
裁
判
所
等

の
管
轄
事
件
で
あ
れ
ば
、
予
備
審
問
は
義
務
的
で
は
な
く
、
担
当
者

の
裁
量
に
よ
る
。

も

っ
と
も
、
告
発
状
が
検
察
官
に
提
出
さ
れ
た
場
合
、
検
察
官

は
、
①
告
発
状
お
よ
び
宣
誓
供
述
書
を
審
査

し
②
宣
誓
供
述
者
が
自
発

的
に
宣
誓
供
述
書

を
作
成
し
、
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
、
並
び

に
被
疑
者
が
犯
罪
を
行

っ
た
と
判
断
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に

つ
い
て
個
人
的
に
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
審
査

お
よ
び
決
定
は
、
被
疑
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
の
立
ち
会

い

な
し
に
行
う
。

そ

の
後
、
起
訴
状
を
最
下
級

の
裁
判
所
で
あ
る
地
方
裁
判
所
等
に
提
出
す
る
。

告
発
状
が
検
察
官

に
提
出
さ
れ
ず
、
直
接
地
方
裁
判
所
に
提

出
さ
れ
る
場
合
は
、
裁
判
官
は
、
右

の
検
察
官
と
同
じ
手
続
を
踏
み
、
告

発
状
、
起
訴
状
を
却
下
す
る
か
、
或
い
は
被
疑
者

の
逮
捕
を
命

じ
、
事
件

に

つ
い
て
審
判
す
る
こ
と

に
な
る

(
規
則

=

二
第
九
節

)。
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四

終
わ
り
に

以
上
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
の
予
備
審
問

の
沿
革

と
制
度

に

つ
い
て
概
観
し
た
。
予
備
審
問

の
歴
史
を
辿
る
と
、
当
初
、
担
当
官
が
裁
判
官
だ

け
で
あ

っ
た

の
が
、
次
第

に
行
政
官
で
あ
る
検
察
官

に
そ

の
任
が
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た

の
が
注
目
さ
れ

る
。

し
か
も
、
裁

判
官
が
予
備
審
問
を
担
当

し
た
と
し

て
も
、
検
察
官
は
、
裁
判
官

の
意
見

に
拘
束
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
訴
追
に
関
す

る
最
終
的
判
断
を
行

う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

と
す

る
な
ら
ば
、
現
在
も
な
お
裁
判
官
が
予
備
審

問
を
担
当
し

つ
づ
け
る
こ
と
に
、
必
要
性
、
合
理
性

の
点
で

疑
問
符
が
付
く

の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
、
裁
判
官
が
担
当
官

と
し
て
完
全
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よ
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面
、
効
率
的
な
訴
追
と
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う
観
点
か
ら
す

れ
ば
少
な
か
ら
ず

問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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